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市町村共同利用サービスに関する情報提供について（依頼） 

 

１ 情報提供依頼の趣旨 

埼玉県と県内市町村で構成する埼玉県スマート自治体推進会議において、ＡＩ等新

技術の活用により業務効率化や働き方改革を推進するため、ＡＩ等新技術検討専門部

会（以下「専門部会」という。）を設置し、システムの共同利用・共同運用の検討を行

っています。 

このたび、専門部会において、ＡＩ－ＯＣＲサービス及び音声テキスト化サービス

（以下「両サービス」という。）の共同利用を検討しており、両サービスの要件等をま

とめた共同利用サービス仕様書を作成しました。つきましては、本サービス仕様書の

内容について御確認の上、提案可能なサービスがある場合は、情報提供をお願いいた

します。 

御提供いただきました情報は、今後、サービス選定を実施する際の参考情報として

活用させていただきます。お忙しいところ恐縮ですが、積極的に情報提供いただきま

すようお願いいたします。 

 

２ 共同利用を想定しているサービス仕様 

別紙１「ＡＩ－ＯＣＲ共同利用サービス仕様書（案）」及び別紙２「音声テキスト化

共同利用サービス仕様書（案）」を御参照ください。 

 

３ サービス選定方法 

専門部会内で今後調整する。 

 

４ 情報提供依頼事項 

以下の事項について情報提供をお願いします。 

（１）依頼事項１ 

   両サービスの仕様書記載の各要件に対し、御社の対応状況（対応可否）をサービ

ス仕様（案）一覧（別紙３及び別紙４）に記載の上、御回答ください。 

（２）依頼事項２ 

   上記（１）に回答する際、提供可能な資料がありましたら、送付をお願いします。

特に、サービス内容が分かる画面レイアウトや操作手順等の資料がありましたら御



提供ください。また、代替案を提案する場合は、その内容や提案の妥当性が判断で

きる資料を御提供ください。（様式自由） 

（３）依頼事項３ 

現時点で想定しているサービスについて、既存のサービス提供料金又は今後、設

定する予定のサービス提供料金について御提示ください。（様式自由） 

（４）依頼事項４ 

その他当専門部会に有益と考えられる情報や、制約事項等がありましたら御提示

ください。（様式自由） 

 

５ サービス選定スケジュール（予定） 

（１） ～１月２０日（水） ＲＦＩ実施（本依頼） 

（２） ～２月中旬頃    仕様調整・参加団体確認・サービス選定方針検討 

（３） ２月 ～ ３月   サービス選定準備 

（４） ３月 ～ ４月   サービス選定 

（５） ４月 ～ ５月   契約（各団体がベンダと締結） 

（６） ６月 ～      サービス提供開始 

（前倒しで利用したい団体がある場合は、別途調整） 

 

※上記スケジュールは現時点の想定であり、今後、仕様や参加団体を詳細化してい

く中で変更になる可能性があります。 

 

６ 提出方法等 

（１）対応窓口 

担当者：埼玉県企画財政部改革推進課（専門部会事務局） 担当：上田、米山 

電 話：048-830-2442 

E-mail：a2440-11@pref.saitama.lg.jp 

 

（２）提出方法 

ア 提出先 

提供資料は、「６(１)対応窓口」まで、電子メールで御提出ください。 

 

イ 提出期限 

  令和３年１月２０日（水）１７時まで 

 

ウ 質問回答 

情報提供の質問については、別紙５に質問内容を記載したうえで、電子メール

により、「６(１)対応窓口」の連絡先に送信してください。 

 

なお、質問期限は令和３年１月１２日（火）までとします。 

 

mailto:aXXXXX@pref.saitama.lg.jp


期限までに寄せられた質問に対する回答については、当該質問をされた事業者

に御連絡いたします。ただし、寄せられた質問の全てに回答できない場合があり

ますので、ご了承ください。 

 

７ 提供資料 

 ・別紙１「ＡＩ－ＯＣＲ共同利用サービス仕様書（案）」 

 ・別紙２「音声テキスト化共同利用サービス仕様書（案）」 

 ・別紙３「ＡＩ－ＯＣＲ共同利用サービス仕様（案）一覧」 

 ・別紙４「音声テキスト化共同利用サービス仕様（案）一覧」 

  

８ 注意事項 

（１）本情報提供依頼は、情報システムに関する技術や価格等の各種情報を得るための

手段であり、情報提供のあった事業者に対して、将来のシステム調達や契約を保証

するものではありません。 

（２）本情報提供依頼に対して、情報提供のなかった事業者が不利益に取り扱われるこ

とはありません。 

（３）御提供いただいた情報・資料は、「１ 情報提供依頼の趣旨」に示した目的に限り

利用いたします。 

（４）御提供いただいた情報・資料は、当専門部会で利用させていただきますので、あ

らかじめ御了承ください。 

（５）御提供いただいた情報・資料につきましては返却いたしません。 

（６）今回の情報提供に係る費用については、貴社にて御負担いただきますようお願い

いたします。 

（７）御提供いただいた情報・資料に関して、後日問合せを行う場合があります。その

際にも積極的な御協力をお願いいたします。 

 

以上 

 


